
様式第6号（第7条関係）

豊郷町湖東圏域における発達障害に関する調査および支援事業費補助金
変更交付決定通知書


豊　　　第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　様


　　　　豊郷町長

　　　　年　　月　　日付けで申請のありました豊郷町湖東圏域における発達障害に関する調査および支援事業費補助金の交付について、豊郷町湖東圏域における発達障害に関する調査および支援事業費補助金交付要綱第7条の規定により、下記のとおり決定したので通知します。

記
1　この補助金等の交付の対象となる事業の内容は、申請書記載のとおりとする。
2　補助金の交付決定額は、次のとおりとする。
金　　　　　　　　　　　　　　　　円

3　補助事業者等または間接補助事業者は、豊郷町補助金等交付規則に従わなければならない。
4　補助金等の交付については、補助金申請どおりの使途でなければならない。
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